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５月臨時議会５月臨時議会５月臨時議会５月臨時議会５月臨時議会

１４日(木)～１９日(火)

６月定例議会６月定例議会６月定例議会６月定例議会６月定例議会

８日(月）本会議

　　議案上程(即決分表決）・付託

１０日(水)　いきいき委員会

１１日(木) いきいき委員会

１５日(月)　まちづくり委員会

２３日(火)　本会議・一般質問

２４日(水)　本会議・一般質問

２５日(木)　本会議・一般質問

　　　　　　委員長報告・表決

６月議会は８日の本会議から始まります。

　その１週間前が「議案説明会」ですので、

今議会に対する意見書及び請願書などの提出期限は

２９日(金)午後５時が〆切となりますので、ご注意ください。



挨拶する　戸谷茂樹　運営委員長

経済的理由で子どもの就学を

妨げることのない様にもうけ

られている制度ですが、申告

が必要です。

①　現在生活保護を受けている方は申請の必要なく受けられます。

②　生活保護を本年度・前年度に打ちきられた方

③　児童扶養手当の支給を受けている方

④　①～③以外で、Ｈ２０年中の世帯全員の所得

が認定基準(表）以下の方

⑤　その他、特別な事情(不慮の事故、

長期療養、災害、倒産、リストラな

どで、生活が著しく悪化した方。

世帯人数　給与所得者 (給与支払総額 )給与以外の所得者 (所得金額 )
２人 2,939､900円以下 1､875､200円以下
３人 3､935､900円以下 2､605､600円以下
４人 4､623､900円以下 3､156､000円以下
５人 5､023､900円以下 3､476､000円以下
６人 5､315､900円以下 3､709､600円以下
７人 5､627､900円以下 3､959､200円以下

期日期日期日期日期日
提出期限:Ｈ21年5月15日～5月30日
詳しくは、教育委員会学校管理課

８７０－９６４２８７０－９６４２８７０－９６４２８７０－９６４２８７０－９６４２(直通)まで！


